
第
二
節

兵
庫
津
と
商
業

1 

尼
崎
落
治
下
の
兵
庫
津

松
平
氏
の

支
配

宝
永
八
年
ご
七
一
一
）
二
月
、
青
山
氏
に
代
わ
っ
て
松
平
氏
が
尼
崎
藩
主
と
な
っ
た
。
そ
の
翌
年
（
正
徳
二
年
）

一
一
月
着
任
し
た
兵
庫
泰
行
の
一
宮
弥
五
左
衛
門
は
、
兵
庫
津
支
配
の
大
綱
を
示
し
た
「
条
々
L

を
出
し
た
。
こ

れ
は
先
の
貞
一
手

（
一
六
八
五
）
の
「
条
々
L

を
踏
襲
し
な
が
ら
、
新
た
に
規
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
全
六

O
条
に
明
え

て
い
る
。

ま
ず
幕
府
・
藩
の
法
令
遵
守
を
命
じ
、

つ
い
で
キ
リ
シ
タ
ン
宗
徒
の
密
告
奨
励
、
宗
徒
を
間
出
し
た
場
合
の
五
人
組
・
組
頭
・

惣
代
・
名
主
の
連
座
処
罰
を
あ
げ
、
さ
ら
に
家
族
道
徳
に
つ
い
て
は
、
父
母
に
孝
行
、
夫
婦
兄
弟
仲
間
は
親
し
み
、
下
人
は
主

人
に
従
う
と
い
う
儒
教
的
道
徳
を
述
べ
て
い
る
。

…
方
寺
社
に
対
し
て
は
、
小
庵
・
小
柄
と
い
え
ど
も
新
規
に
建
立
す
る
こ
と

を
禁
じ
、
仏
事
葬
礼
を
簡
素
化
し
、
新
規
の
祭
礼
を
禁
じ
た
。
ま
た
人
身
売
買
・
未
届
け
の
鉄
砲
所
持
・
隙
突
賭
勝
負
・
徒
党

を
組
む
こ
と
も
禁
じ
、
防
一
醸
両
成
敗
を
う
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
尼
崎
寵
独
自
の
も
の
で
は
な
く
、
幕
府
の
定
め
た
法
令
に

よ
っ
て
い
る
。
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物
権
・
相
続
・
商
業
上
の
訴
訟
の
取
扱
い
は
、

の
つ
糸
川
ん
ご
を
踏
襲
し
て
い
る
。

の
条
目
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
新
た
に
旅
人
の
病
気
は
す
ぐ
担
者
を
呼
び
手
当
て
な
し
、
行
倒
れ

総
顕
が
立
ち
会
い
、

宿
駅
に
倒
し
て
も
点
字

や
酔
っ
払
い
は
介
抱
し
た
う
え
で
次
の
宿
継
ぎ
村
へ
送
ら
せ
、
も
し
死
亡
し
た
場
合
は
、
間
監
・

そ
の
者
の
状
況
・
所
持
荊
物
な
ど
を
記
し
、
奉
行
に
提
出
し
て
そ
の
指
図
を
受
け
る
よ
う
に
命
じ
た
。
特
に
幕
府
の
荷
物
、
縦

兵隊津と商業第二節

飛
脚
は
遅
れ
ず
勤
め
る
こ
と
と
し
、
住
米
の
旅
人
の
宿
治
は
毎
日

宿
帳
に
記
帳
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
宿
駅
と
し
て
不
審
者
の
入
り

込
む
こ
と
を
警
戒
し
つ
つ
、
旅
人
の
保
護
に
も
叡
意
し
、
さ
ら
に

兵隊滞納見｜頚

公
用
を
完
全
に
果
た
す
こ
と
を
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

港
と
し
て
の
規
定
も
、

の
つ
条
々
」
と
ほ
と
ん
ど
向

様
だ
が
、
難
渋
し
て
い
る
船
へ
の
海
難
救
助
を
あ
ら
た
め
て
命
じ

る
と
と
も
に
、
幕
府
船
入
津
の
擦
は
渋
滞
な
く
勤
め
る
こ
と
、
公

儀
の
船
あ
ら
た
め
が
あ
る
時
は
、
浦
辺
の
役
人
や
問
展
・
船
宿
の

写冥 71

出
向
き
、
他
悶
船
の
出
航
を
止
め
て
奉
行
の
指
図
を
受
け
る

ょ
う
指
示
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
新
た
に
追
加
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
実
際
に
も
、
藩
は
出
入
り
す
る
廻
船
の
監
視
を
重
視
し
、
新
し

く
兵
庫
廻
船
泰
行
・
兵
路
廻
船
改
役
を
設
け
、
和
岡
崎
の
品
役
所
に

昼
夜
詰
め
る
よ
う
に
さ
せ
て
い
る
。
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津
市
？
の
生
活
風
俗
に
つ
い
て
は
、
銘
々
家
事
に
励
む
こ
と
を
命
じ
、
怠
け
る
者
に
は
、

五
人
組
内
で
意
見
を
し
、
悪
事
に
走

る
者
の
な
い
よ
う
偲
意
さ
せ
、
武
芸
の
稽
古
や
長
脇
差
を
帯
び
る
こ
と
を
禁
じ
た
。
衣
類
は
妻
子
と
も
に
倹
約
さ
せ
、
身
分
不

相
応
と
な
る
こ
と
を
禁
じ
、
嫁
取
も
質
素
に
し
、
婚
儀
の
会
食
は
一
汁
一
一
一
菜
を
限
度
と
定
め
、
花
嫁
に
水
を
浴
び
せ
る
慣
習
も

禁
じ
た
。
ま
た
操
り
人
形
・
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
・
諸
勧
進
・
物
も
ら
い
な
ど
が
津
中
へ
入
る
こ
と
も
、
他
領
で
行
わ
れ
る
歌
舞

伎
・
操
り
人
形
を
見
物
に
行
く
こ
と
も
と
も
に
禁
じ
た
。

津
中
の
人
々
の
移
動
に
も
注
目
し
て
い
る
。
毎
年
人
別
や
宗
国
間
を
吟
味
し
て
幌
曲
を
作
り
、
寺
社
の
者
や
町
人
百
姓
の
逃
亡
、

破
産
な
ど
で
移
動
が
あ
れ
ば
報
告
さ
せ
、
二
、
一
ニ
年
も
音
信
不
通
の
場
合
は
人
別
帳
か
ら
は
ず
し
て
そ
の
理
由
を
届
け
出
さ
せ

た
。
奉
公
人
と
し
て
他
所
へ
出
る
こ
と
は
、
た
と
え
一
季
（
一
年
）
・
半
季
（
半
年
）
で
も
停
止
し
、
も
し
や
む
を
得
な
い
理
由
が

あ
れ
ば
奉
行
の
指
関
に
従
わ
せ
、
ま
た
所
用
や
商
売
で
他
悶
へ
出
る
時
も
奉
行
へ
届
け
出
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
人
口
移
動
を
抱

援
す
る
と
と
も
に
、
稼
働
人
口
の
減
少
を
防
止
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

防
災
に
関
し
て
も
、
貞
享
一
一
年
の
場
合
と
同
様
で
、
消
火
・
水
防
に
あ
た
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

兵
庫
津
商
業

の
展
開

西
国
諸
藩
は
、
換
金
や
大
坂
商
人
へ
の
借
銀
返
済
の
た
め
、
多
く
の
蔵
米
を
大
坂
に
廻
送
し
た
が
、
そ
の
総

登
高
は
、
正
徳
間
年
（
一
七

四
）
一
一
ニ
万
石
、
亭
保
初
期
八
一
一
一
J
九
O
万
五
、
明
和

（
一
七
六
六
）

間
一
万
石
、
安
、
氷
五

1
九
年
（
一
七
七
六
J
入

O
）
平
均

苓
保
初
期
は
減
少
し
た
が
、

。

五
万
石
で
、

そ
の
後
は

問
。
万
石
ム
口
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
商
人
が
諸
藩
や
家
臣
な
ど
の
売
る
払
い
米
を
現
地
な
ど
で
買
い
請
け
、
上
方
へ
積
み
登
し
た
納
屋
米
の
大

坂
入
津
盆
は
、
正
徳
四
年
二
九
万
石
、
元
文
元
年
（
一
七
一
三
ハ
）
一
一
三
万
石
、
文
政
年
間
二
八
・
八
J
ょ
う
一
・
八
万
石
で
、
領
主
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第二節兵庫津と尚‘業

表 57 大坂へ移入された主要商品の変化

IE徳 4 年（1714) 元 文 元 年 （1736) 

怒 類 数 f詮 ｛剖 主張 数 J主ご臼Lー Jilli $N 

石
40, :1lil: 納屋米 282, 792 220, 8, 

石 Zヨ
吉長 種 151,225 28,048 128,859 

材 水 25, 751 6,955 

ご子 鰯 17, 760 3,492 
；；品

i金木綿 2, 061, 473 
丸

15, 749 

紙 148,464 14,464 6,884 
1't 主I

鉄 1,878, 168 11, 803 1, 011, 939 2,948 
主主 ID: 

接ト オミ 31,092,220 9, 125 38,697,509 4,828 
斤 斤

t判 5,429,220 7 171 3,049, 725 3, 511 
斤 斤

木 産自 1, 722, 781 
斤

6, 704 1, 603, 878 3,597 
斤

樫 草 3,631 562 6,495 2,683,056 1, 965 
斤 斤

砂 糖 l，守92,197 5,614 2, 730,586 
;fi 

大 豆 49,930 5,320 

358,436 石
;fi 

；嵐 5,230 462,677 
石

?Z 39,977 4,586 

滋 魚 4 156 
石

ilJJ 麻 17, 142 
主f

4, 129 
1't 

続3 実 2, 187,438 3,919 394,950 221 

1: 魚 3, 475 2,409 
Eま 貫

毛綿総 116 647 3,430 52,096 1, 983 

資料：：大正i供三良IIr日本近1辻社会の干！？場構造~. .大i波ili史J 1 
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米
と
比
較
す
る
と
、
数
量
は
少
な
く
、
廻
米
日
胞
の
変
動
は
大
き
い
。

さ
ら
に
大
波
へ
廻
送
さ
れ
る
他
の
納
屋
物
を
見
る
と
、
表
引
の
よ
う
に
正
徳
四
年
に
比
し
て
、
一
万
文
元
年
分
は
数
量
的
に
ほ

と
ん
ど
が
減
少
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
灯
油
の
原
料
で
あ
る
菜
種
は
一
五
万
一
ゐ
余
か
ら

一
一
一
入
賞
か
ら
三
九
万
四
九
五

O
貫
に
、
綿
織
物
の
原
料
綿
は
一
七
一
一
万
斤
余
か
ら
二
ハ

O
万
斤
余
に
、
銅
は
五
凶
二
万
斤
余
か

ニ
万
石
に
、
綿
実
は

A
L
A
I
J
J
q
 

一
一
，
ノ
寸
F
ノ

f
寸
L
H
Vト

ら一一一

O
四
万
斤
余
に
、
鉄
は
一
八
七
万
賞
余
か
ら
約
一

O
一
万
貨
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
諸
国
の
商
人
が
も
た
ら
す
納
屋
物
の
売
却
は
、
必
ず
し
も
大
坂
に
限
定
さ
れ
ず
、
師
格
や
運
賃
で
よ
り
有
利
な
場
所

が
あ
れ
ば
、

そ
の
途
中
で
も
売
り
さ
ば
か
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
流
れ
に
注
目
し
た
兵
庫
の
浜
本
陣
五
人
は
、
関
係
諸
藩
に
納
屋
物
販
売
を
願
い
出
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
滞
僚
の
前
船

を
浜
本
陣
に
来
着
さ
せ
、
そ
の
貨
物
の
売
買
を
始
め
た
。

そ
の
結
果
、
問
屋
の
一
人
北
風
荘
右
衛
門
方
へ
来
て
い
た
伊
予
・
土

佐
・
筑
前
・
石
見
・
広
島
瓦
カ
国
の
商
船
も
寄
り
つ
か
な
く
な
り
、
他
の
問
屋
も
打
撃
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
荘

布
衛
門
は
、
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
九
月
、
取
引
の
あ
る
藩
の
家
中
役
人
に
あ
て
て
、
従
米
兵
庫
表
で
は
海
陸
と
も
簿
御
用

や
家
臣
往
来
時
の
接
待
ま
た
は
滞
主
御
用
な
ど
数
年
勤
め
て
き
た
こ
と
を
挙
げ
、
こ
の
御
用
を
統
け
る
た
め
に
、
領
分
の
諸
商

船
が
納
屋
物
を
杭
み
登
っ
て
き
た
時
は
、
荘
お
衛
門
方
で
売
買
す
る
よ
う
命
じ
て
ほ
し
い
と
嘆
願
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
間

麗
側
も
巻
き
返
し
を
は
か
っ
た
。

方
、
浜
本
陣
は
商
船
の
荷
主
・
船
頭
の
扱
い
方
に
馴
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

い
っ
た
ん
は
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
の
浜
本
陣
に

立
ち
寄
る
よ
う
に
な
っ
た
商
船
の
荷
主
や
船
頭
も
、
次
第
に
浜
本
陣
で
の
売
買
を
忌
避
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
浜
本
陣
も
つ
い

に
客
を
問
屋
に
談
っ
た
り
、
名
目
は
残
し
て
も
実
際
は
有
力
な
問
屋
に
容
と
の
取
引
な
ど
を
ま
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
は
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い
え
、
問
屋
の
扱
う
納
建
物
の
変
動
は
大
き
く
、
享
保
期
の
不
況
時
に
は
、
部
屋
数
も
延
宝
年
間
の
一
一
一
一
六
軒
か
ら
七
六
軒
に

減
少
し
て
い
る
。

さ
て
一
万
文
期
に
納
愚
物
の
大
坂
市
場
へ
の
搬
入
が
停
滞
し
た
理
由
を
、
大
坂
商
人
も
、
途
中
で
販
売
さ
れ
た
か
ら
だ
と
考
え

た
。
そ
の
一
例
と
し
て
材
木
が
あ
げ
ら
れ
る
。

宝
府
四
年
ご
七
五
回
）
大
坂
材
木
商
仲
間
は
、
部
宮
町
・
神
戸
村
・
兵
庫
津
・
御
野
村
・
脇
浜
村
の
五
カ
所
の
材
木
市
が
、

大
坂
へ
着
く
べ
き
材
木
を
途
中
で
取
引
す
る
た
め
、
材
木
が
減
少
し
て
価
格
も
上
が
り
、
幕
府
の
御
用
材
調
達
に
も
影
響
す
る

と
い
う
理
由
で
、

五
カ
所
材
木
市
の
禁
止
を
大
坂
町
奉
行
所
へ
訴
え
出
た
。

町
奉
行
は
大
坂
城
代
と
も
は
か
り
、
五
カ
所
の
材

木
購
入
は
認
め
た
が
、
購
入
材
木
は
す
べ
て
大
坂
間
最
へ
売
り
渡
し
、
五
カ
所
で
必
要
な
材
木
は
改
め
て
大
波
か
ら
購
入
す
る

よ
う
に
命
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
五
カ
所
の
商
人
は
、
材
木
取
引
は
正
徳
年
中
か
ら
行
っ
て
お
り
、
大
坂
へ
送
状
の
あ
る
材
木
以

外
は
自
由
に
売
買
で
き
る
は
ず
で
あ
る
と
領
主
尼
崎
議
に
願
い
出
た
。
議
も
こ
れ
を
認
め
、
大
坂
城
代
に
証
拠
の
文
書
を
示
し

て
と
り
な
し
た
の
で
、
五
カ
所
に
細
川
つ
て
は
材
木
売
買
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
兵
庫
の
問
屋
、
が
売
買
で
き
る
商
品
は
限
定
さ
れ
て
い
た
。
m
m
和
六
・
七
年
に
従
来
売
り
さ
ば
い
て
き
た
溜
口
聞
を
列
記

兵馬I~ドと商業

し
た
記
録
を
見
る
と
、

米
穀
な
ら
び
に
雑
穀
類
・
材
木
類
・
山
択
一
薪
類
・
干
鰯
類
・
リ
出
粕
類
・
扱
十
円
寸
類
（
麻
苧
）
・
生
魚
類
（
魚
悶
M

ハ
）
・
塩
魚
類
（
塩
魚
千

品
開
山
）
・
椴
木
組
類
・
紙
類
・
鰍
数
の
子
類
・
タ
バ
コ
類
・
椎
皮
桃
皮
類
・
誠
実
・
昆
布
・
滋
・

鯨
油
右
前
）
・
木
綿

第二節

コ
ン
ニ
ャ
ク
玉
・
石
灰
・
青
物
類
・
竹
・
鉄
・

・
海
藻
の
娯
（
海
淡
簡
な
ら
び
に
干
物
煩
）
・
俗
文
綿
・
綿
突
・
市
皮
・
苫

シ
ュ
ロ
皮
・
蕨
翻
・
空
持
・
タ
フ
皮

-u・ 
;1~ 
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の
三
六
種
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
他
は
大
坂
の
商
業
の
妨
害
に
な
る
と
い
う
理
由
で
制
限
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
幕
府

と
し
て
は
、
膝
下
の

の
物
摘
を
最
も
重
視
し
て
い
た
の
で
、
江
戸
へ
の
商
品
の
大
き
な
移
出
元
で
あ
る
大
坂
市
場
を
保
護

し
、
九
州
・
中
間
・
四
国
な
ど
の
商
品
を
大
坂
市
場
に
集
め
、
そ
れ
を
江
戸
へ
送
ら
せ
る
流
通
機
構
を
維
持
し
た
か
っ
た
の
で

あ
る
。一

方
、
廻
船
業
者
た
ち
は
納
屋
物
の
寅
松
商
い
に
進
出
し
た
。
享
保
十
七
年
た
ま
た
ま
阿
山
藩
が
綿
座
・
綿
実
肢
を
廃
止
し

た
時
、
御
影
－
大
石
油
の
廻
船
業
者
が
早
速
こ
れ
に
注
目
し
て
賀
杭
商
い
を
打
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
近
辺
の
廻
船
の
活
躍

は
、
兵
庫
津
で
も
問
屋
な
ど
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
質
的
似
商
い
と
い
う
の
は
、
船
主
自
ら
が
船
に
乗
る
か
、
さ
も
な

け
れ
ば
船
主
が
船
頭
に
積
荷
購
入
資
金
を
委
託
し
、
そ
の
才
覚
の
も
と
に
寄
港
地
ご
と
の
有
利
な
積
荷
の
売
買
を
行
い
な
が
ら

巡
航
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
海
難
の
危
険
は
あ
る
が
、
遠
隔
地
問
で
の
地
域
価
格
差
に
も
と
＊
す
い
て
大
き
な
収
益
を
も
た

ら
し
た
。

兵
庫
津
内
の
酒
船
業
者
は
も
と
よ
り
問
屋
な
ど
の
な
か
か
ら
も
、
積
極
的
に
買
積
船
の
運
営
に
乗
り
出
す
者
が
出
て
き
た
。

そ
の
反
映
と
み
ら
れ
る
が
、
一
手
保
ふ
l

九
年
に
は
九
般
し
か
な
か
っ
た
廻
船
が
、
明
和
六
年
に
は
二
五
般
に
増
加
し
て
い
る
。

市
中
の
発
援
と

階
層
蓑
の
進
展

表
刊
に
示
し
た
よ
う
に
院
長
七
年
（
二
ハ
O
一
己
か
ら
事
保
十
凶
年
三
七
二
九
）
の
約
一
一
一

0
年
間
に
、
市

中
の
町
数
は
問

O
か
ら
問
問
に
増
加
し
、
寛
文
頃
に
は
一
万
一
一
一
五
一
七
人
で
あ
っ
た
人
口
も
宝
、
氷
八
年
に

主

一
万
人
を
数
え
、
以
後
や
や
停
滞
し
て
亭
保
十
四
年
は
一
万
九
七
六
六
人
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
代
の
都
市
の
傾
向
で
は
、

一
般
的
に
出
生
率
よ
り
も
死
亡
率
が
上
田
る
の
で
、
都
市
で
の
人
口
増
加
は
、
内
部
的
な
自
然
刑
と
い
う
よ
り
も
、
他
所
他
悶

か
ら
の
移
入
人
口
が
移
出
人
口
を
上
回
っ
た
社
会
塙
の
結
果
と
い
う
、
べ
き
で
、
兵
庫
で
の
人
口
増
加
も
移
入
人
口
の
増
加
に
よ
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兵庫i卒の出1・2反・人数の変遷表 58

人

女一

8, 782 

9,281 

9 660 

10, 173 

9,318 

10,03ヲ

人

10,984 

11,265 

11, 370 

11, 739 

10,270 

9, 752 

閉
力総人口

人

13, 517 

20,802 

19, 766 

20,546 

21, 030 

21 912 

19,588 

19, 791 

借家

1, 727 

2,288 

2, 737 

3,003 

3,068 

726 

本家

1, 868 

1,957 

1,970 

1,983 

2,441 

158 

3, 934 

4,245 

4, 707 

4, 986 

5,509 

6，制！
7, 253 : 

家数

i好
878 

1,608 

3,271 

3, 595 

40 

d品
e

s
仏
白
＠
組
仏
－

M

、d

州、d

戸、J

4
・
4

4

4

4

4

mr数代

際主主 7(1602) 

寛吉たころ

安永 8(1711)

¥ti7.:14 (1729) 

元文 4(1739)

'.liH'!i 9(1759) 

切j飛I6(1769) 

天l}lj7(1787) 

天保 9(1838)

iV 

10, 159 9,398 19,556 47 元治 1(1864) 

(ii) 'ii.永$年の牛数85f!1,Ml数25Pf，駄l号数H＂.，卒保の年次は 14主foと封fiiL7c治元年人口は史料記載。

資料・「兵同z例ブJ文；~；，J，叩IIJ三1TIIJ't~ 資料 2，「加藤答者；文＇iJJJ

る
と
み
ら
れ
る
。

享
保
十
四
年
の
人
口
の
内
訳
は
、
男
一
万
九
八
四
人
・
女
八
七
八

二
人
で
、
女
性
一

O
Oに
対
す
る
男
性
の
割
合
は

二
五
と
な
り
、

な
お
出
稼
ぎ
型
の
様
相
を
口
出
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
男
の
う
ち
一
五

歳
か
ら
五

O
歳
ま
で
の
稼
働
人
口
は
六
一
一
…
六

で
あ
る
。
こ
れ
は

商
家
の
丁
稚
・
手
代
や
手

の
弟
子
さ
ら
に
は
船
乗
り
な
ど
単

身
の
男
性
、
が
多
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

ま
た
家
数
は

五
九
五
軒
で
あ
る
が
、
役
帯
数
を
示
す
笥
数
は

九
一
一
一
聞
で
、
山
本
数
よ
り
あ
J

い。

つ
ま
り
長
屋
な
ど

採
の
家
屋
に

佐
川
川
市
以
上
が
住
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

計
一
州
市
は
平
均
五

人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

次
に
本
家
と
借
家
と
の
別
を
み
る
と
、
本
家
数
は
一
八
六
八
軒
、

借
家
は
一
七
二
七
軒
で
、
借
家
一
戸
数
が
家
持
ち
の
本
家
数
に
ほ
ぼ
迫

る
数
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
借
家
人
の
多
さ
か
ら
す
れ
ば
、
江

一
戸
時
代
初
期
の
い
わ
ゆ
る
静
代
下
人
な
ど
の
奉
公
人
が
、
次
第
に
独

立
し
得
た
結
果
も
合
支
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
借
家
人
や
同
居
人

が
必
ず
し
も
本
家
賠
住
者
よ
り
貧
し
い
と
は
い
え
な
い
。

し
治、

し

i辻近j松Et紛Ill287 



借
家
人
の
地
加
は
、

」
と
を
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
家
主
に
家
賃
収
入
の
駒
大
を
も
た
ら
し
、
他
方
で
は
生
活
の
不
安
定
な
借
家
人
が
治
加
し
て
い
る

兵
庫
町
人
の

新
関
開
発

に
の
ぼ
っ
て
い
る
（
表
灼
）
。

一
大
和
一
万
年
（
一
六
八
二
に
兵
路
沖
で
、
背
後
地
の
川
東
や
川
聞
に
矧
地
を
所
有
し
て
い
た
名
は
、
七
八
五
人

こ
の
う
ち
農
民
と
し
て
自
立
し
得
る
最
小
規
模
の
耕
地
面
積
一
一
一
反
以
上
を
所
持

す
る
者
は
一
四
五
人
で
、
耕
地
登
録
者
の
一
八
・
五
%
に
す
、
ぎ
な
い
。
残
る
六
問

O
人
は
零
細
耕
地
し
か
持
た
ず
、

!HJ 
以
上

の
耕
地
を
持
つ
一
一
七
人
の
小
作
人
に
な
る
と
し
て
も
、
そ
の
数
は
限
ら
れ
て
い
る
状
態
に
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
時
期
か
ら
元
禄

へ
の
意
欲
が
あ
っ
た
。

期
に
か
け
て
は
農
業
技
術
の
商
で
も
進
展
が
み
ら
れ
、
農
民
は
耕
地
の
拡
大
を
望
ん
で
い
た
し
、
町
人
の
な
か
に
も
土
地
所
有

兵
庫
津
で
も
元
禄
年
問
、
兵
庫
と
御
崎
村
の
間
に
あ
る
和
田
芝
野
に
お
い
て
、

名
主
・
庄
屋
ら
八
人
に
よ
る
新
聞
開
発
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
間
墾
に

よ
っ
て
一
町
一
反
余
の
耕
地
な
得
た
が
、
こ
の
地
域
は
御
崎
村
が
株
場
と
し
て

い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
に
抗
議
し
て
訴
訟
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

芝
野
に
つ
い
て
は
御
崎
村
の
勝
訴
と
な
っ
た
が
、
既
に
開
墾
さ
れ
た
耕
地
は
そ

の
ま
ま
開
発
者
八
人
に
下
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
耕
地
は
そ
の
後

放
楽
さ
れ
た
た
め
荒
地
と
な
り
、
再
び
他
領
の
者
が
そ
の
開
発
を
出
願
し
た
の

で
、
一
新
出
願
者
の
耕
地
と
な
る
こ
と
を
危
供
し
た
兵
庫
津
の
地
方
庄
屋
仙
右
衛

門
は
、
大
坂
の
小
橋
震
宇
兵
衛
を
仲
介
役
に
御
崎
村
と
の
折
衝
を
重
ね
、

よ
0 
'.) 

今和田新日i位置図

<J'<Jilc~！t絵図より）
写真 72
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兵将Z津と商業第二節

(Ji¥{む人）天和元年（1681）兵庫津Jlllm・Jll東の耕地所有状況（ 1) 

所有耕地
関$＇（

表 59
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天和元年 (1681）兵隊津川凶・川東の耕地所有状況（ 2) 
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表 59
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ゃ
く
事
保
七
年
六
月
新
田
開
発
に
つ
い
て
双
方
の
妥
協
が
成
立
し
た
。
す
な
わ
ち
和
田
芝
野
に
つ
い
て
御
崎
村
側
は
株
場
と
し

て
ま
ず
三
町
歩
を
、
丘
ハ
出
陣
側
は
元
禄
年
間
の
分
も
合
わ
せ
て
新
国
一
一
一
向
七
反
余
を
確
保
す
る
、
残
り
の
土
地
の
う
ち
間
割
は
御

崎
村
方
、
六
割
は
仙
右
衛
門
ガ
と
し
、
ま
た
株
場
三
町
歩
合
｝
も
閲
裂
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
双
方
協
議
し
て
こ
れ
を
折
半

す
る
と
定
め
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
仙
布
衛
門
は
あ
ら
た
め
て
私
財
を
投
じ
て
新
田
開
発
に
着
手
し
、
翌
八
年
十
月
に
は
用
水
取
樋
と
忠
水
抜
髄

な
ど
の
様
瓶
排
水
工
事
を
完
成
、
十
一
月
に
は
検
地
を
受
け
、
下
々
焔
六
町
八
反
一
級
二
八
歩
を
所
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

」
れ
を
今
和
問
新
田
と
い
う
。

2 

幕
府
支
配
下
の
兵
庫
津

幕
府
の
兵

庫
津
支
配

明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
幕
府
は
、
兵
庫
・
高
官
な
ど
西
摂
沿
岸

帯
を
幕
府
領
に
編
入
し
た
時
、
兵
庫
津
に
つ

い
て
は
、
山
林
や
耕
地
に
関
し
て
は
代
官
の
支
配
と
し
、
津
中
町
方
の
支
配
は
大
坂
町
奉
行
に
命
じ
た
。
大
坂

兵隊w:と商業

東
・
商
両
町
奉
行
所
で
は
、
新
た
に
兵
庫
・
西
宮
上
ケ
知
方
と
い
う
役
を
新
設
し
、
東
組
・
間
組
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
与
力
各
ニ
名
・

同
心
一
一
一
名
を
出
し
て
こ
れ
に
任
じ
た
。

兵
庫
・
西
宮
へ
は
勤
番
と
し
て
毎
月
両
組
か
ら
交
代
し
て
、
小
買
物
以
下
の
ふ

J

力
各

名
、
組
頭
筆
頭
同
心
各
一
名
を
派
出

第二節

し
、
与
力
に
は
十
人
扶
持
、
同
心
に
は
一
一
一
人
扶
持
の
出
張
手
当
が
与
え
ら
れ
た
。

ま
た
飛
騨
高
山
の
代
官
付
地
付
役
人
六
人
を
、

半
数
ず
つ
兵
庫
と
西
宮
に
移
し
て
地
付
向
心
と
し
た
。

；迂日差.rt：講話取29r 



ヰヒ
草主主事阻同十 I1§: 

入
口

-If-Sicヤ十淋造事務

＠ 

東

掛
塀
長
十
八
開
間
半

制
世
情
幌
給
食
二
関

口

。

む

総
見
容

小
屋

関
心
震
敷

館長一時吃HP財団沼河h
f
 

斗

0 

西

掛
沼
田
武
二
十
三
間

革主総陸自十1§:升ト
南

大
坂
町
奉
行
所
内
の
兵
庫
・
西
宮
よ
ケ
知
方
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
に
派
泣
さ
れ
て
い
る
勤
答
与
力
の

取
り
扱
っ
た
事
柄
を
記
録
し
整
理
し
て
、
町
奉
行

へ
必
要
書
類
を
提
出
し
、
町
奉
行
の
裁
許
を
勤
番

与
力
へ
伝
え
た
。

ま
た
付
属
の
地
方
役
は
兵
庫
で

勤 番 所 王 子 商 関

の
芝
居
そ
の
他
諸
株
の
書
類
や
水
帳
（
土
地
台
帳
）

を
担
当
し
、
寺
社
役
は
寺
社
関
係
、
勘
定
役
は
勤

番
所
の
経
費
関
係
、
盗
賊
吟
味
役
は
盗
賊
の
吟
味

を
担
当
し
、
訴
訟
は
大
坂
阿
町
奉
行
が
蔵
裁
し
た
。

兵
庫
の
伸
展
は
改
築
さ
れ
て
勤
番
所
と
な
っ
た
。

図 19

勤
番
所
の
敷
地
は
六
九

O
坪
（
二
二
八
一
乎
方
メ
l

ト
ル
）
で
、

こ
の
内
に
地
付
同
心
一
ニ
人
の
屋
敷
が

各
人
五

O
坪
ず
つ
割
り
当
て
ら
れ
た
。
勤
番
所
の

門
番
は
足
騒
が
交
代
し
て
各
一
人
、
和
田
崎
船
見

番
所
（
建
坪
六
坪
）
に
船
見
番
足
軽
ニ
人
を
置
き
、

勤
番
与
力
以
下
足
軽
ま
で
す
べ
て
勤
番
所
に
居
住

し
た
。
勤
番
所
に
は
仮
牢
も
あ
っ
た
。

292 第三三言1 近世i：社会の展開



勤
番
与
力
は
津
中
か
ら
の
願
書
や
訴
訟
を
受
理
し
て
、
大
坂
町
奉
行
所
内
の
関
係
諸
役
に
低
迷
す
る
ほ
か
、
神
事
祭
礼
を
巡

1lt 近

視
し
、
火
付
盗
賊
の
逮
捕
や
町
中
の
巡
回
に
あ
た
り
、
勤
番
同
心
、
地
付
同
心
は
こ
れ
を
補
佐
し
た
。

（
問
方
・
北
浜
・
潟

際交書店ilII

津
中
の
市
部
に
も
若
干
の
変
化
が
生
じ
た
。
ま
ず
各
町
の
組
頭
は
年
寄
と
改
称
さ
れ
た
。
名
主
は
、

浜
）
そ
れ
ぞ
れ
複
数
で
あ
っ
た
が
一
人
ず
っ
と
な
っ
た
出
資
表
げ
）
。

名
主
の
選
出
も
、

方
角
（
一
一
一
方
の
う
ち
該
当
す
る
一
方
）
ご
と
町
人
（
家
屋
敷
所
持
者
）
一
人
に
一
票
を
原
則

れ
の
組
頭
が
選
出
し
て
い
た
の
を
改
め
、

と
し
、
町
年
寄
の
投
票
は
町
人
の
一

O
票
に
相
当
す
る
も
の
と
し
、

松
平
氏
の
支
担
下
で
は
一
ニ
方
そ
れ
ぞ

さ
ら
に
他
の
一
一
方
の
名
主
の
投
票
（
町
人
の
一
一
五
票
に
相
当

す
る
）
を
加
え
る
と
い
う
格
差
を
つ
け
た
方
法
に
よ
る
多
数
決
と
な
っ
た
。

兵E宇津と潟業第二節

ハ

間

半
八、

一

一

③

一
土
蔵
一

こ
う
し
て
選
出
さ
れ
た
三

方
の
名
主
は
、
月
容
を
定
め

｜同方惣会所平間図

て
月
番
名
主
が

一
円
の

名
主
と
し
て
事
に
当
た
っ
た
。

月
設
中
は
毎
日
勤
揺
所
に
詰

め
て
、
与
力
の
下
で
市
政
に

lヌl20 

参
与
し
、
大
事
な
事
項
は
惣

会
所
に
他
の
河
名
主
を
招
集

し
て
協
議
し
た
。
名
主
は
市

刀

本
を
許
さ
れ
、
一
周
衣
を

293 



着
て
成
犠
を
正
し
、
屋
号
を
一
般
町
人
の
よ
う
に
肩
書
と
せ
ず
、
頭
市
役
と
す
る
特
権
を
与
え
ら
れ
た
。

惣
会
所
で
勤
務
す
る
惣
代
は
、
一
一
一
方
そ
れ
ぞ
れ
に
一
人
い
る
の
が
原
則
と
な
り
、
ま
た
名
主
と
同
様
に
月
番
制
を
と
っ
た
。

市
制
の
事
務
や
法
令
に
熟
達
し
た
惣
代
は
、
市
字
を
名
来
り
、
子
怠
な
見
叩
明
日
と
し
て
mれ
き
、
世
襲
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
川
頁
表
日
）

0

そ
の
ほ
か
小
使
部
屋
も
あ
り
、
こ
こ
に
一
人
小
使
が
い
た
よ
う
で
あ
る
。

間
方
惣
会
所
の
平
間
図
を
見
る
と
、
惣
代
詰
所
の
隣
室
に
筆
者
詰
所
も
あ
り
、
見
習
も
し
く
は
筆
者
が
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

租
税
の
変
化

租
税
に
か
か
わ
る
賦
課
は
、
藩
領
時
代
の
謀
関
が
原
則
的
に
継
承
さ

れ
、
付
加
的
課
目
や
運
上
・
実
加
で
は
新
し
く
加
え
ら
れ
た
も
の
が

あ
る
。
兵
庫
津
の
場
合
賦
課
は
、
地
子
方
と
地
方
と
の
二
本
文
て
に
な
っ
て
お
り
、
幕

府
領
に
な
っ
て
か
ら
も
そ
の
形
は
変
わ
ら
ず
、

い
ず
れ
も
代
官
が
管
轄
し
た
。

地
子
方
は
町
方
に
か
か
わ
る
地
子
と
諾
常
業
に
関
す
る
賦
課
で
あ
る
。
地
子
は
大
坂

で
は
免
除
さ
れ
て
い
た
が
、
兵
庫
で
は
幕
府
領
に
な
っ
て
か
ら
も
、
藩
領
初
期
の
一
ゐ
高

が
本
高
と
し
て
継
承
さ
れ
、
新
し
く
町
屋
と
な
っ
た
分
は
新
問
屋
敷
と
し
て
加
え
ら
れ

て
い
る
（
表
的
）
。

諸
営
業
に
関
す
る
賦
課
で
は
、
藩
領
期
か
ら
引
き
継
い
だ
も
の
に
、
水
主
米
・
訴
訟

銀
・
傍
一
不
銀
・
他
国
船
悶
敷
地
銀
・
左
官
冥
加
・
鍛
冶
麗
冥
加
・
廻
船
渡
搬
船
運
上
な

ど
が
あ
り
（
表
白
）
、
幕
府
僚
に
な
っ
て
か
ら
新
し
く
加
え
ら
れ
た
も
の
に
、
船
大
工
・

間
家
業
場
・
椛
毘
・

旅
龍
屋
な
ど
へ
の
冥
加
銀
や
輸
木
銭
（
船
焼
き
の
明
か
り
が

兵隊浮:11!!.子力の叉租（文久3年(1864))表 60

本高

新 Ell段！！設

見 取

｛云潟7お入用

六尺給米

蔵古IJ入用

米

石
499. 905 （免 5) 

325. 427 （免10)

0. 769 

取諸引残高

石
999.81 

321. 828 

高

：ぉ
!, 012. 2 

323.592 

分区

0.8 

1. 162 
匁

銀200.12 
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表 61

2 ；訴訟叙
3 傍示銀

4 材木i霞場~：um
s ｛自耳！？総作事敷地主i~
6 他国船凶敷地銀
7 Ji郁~Hn
8 hε官$UJ11

9 鍛冶屋＇~~加
10 7)0:巨大工1叫11
11 建！船
12 渡海紛

13 納薪銀（オミ柴代）
（幕府領JUJより新規の分）
田船大工家業場
由椛康14ij汗
回投巌10軒
自旅箆底Slij汗商人街67粁
剖輸木銭
［］］船大工
& 人乗船
&:,, 小街茶紛
ふ煮売Z長船
& 休茶船
ふ ~1J司船
& 漁船
f'-u 小廻船
大西日jぽT｛！助金易$UJ日
食品Ir庭27qFf

会漁師｛劫場良｝Jll（絹総ほか）
会漁自ID道具約箆地代
会 j広治造反主11

ゼ量 級取運上
会話1縛屋~1;力11
u 愉竹職災｝Jll
火線呑箆冥力日

大網打戦冥加

Ci主）乙の他l己主主主民主ま役鋭18匁（務官i押jよ担あってその後ffjj.岐に,, 
H鈴j翌二（明T'ils年務次，その後消滅）があった。

ロ：務市首i初期新規の分
ム： IJJJ事18年よち新規の分
女：火明J8年以降新士見の分

資料：ワJ<Wllt.Jガ文言む叩11戸Tf:iJt，資料2
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！止近Hit！＊：縦孤

列車浮と商業

が
あ
る
。

影
響
す
る
漁
業
へ
の
檎
償
金
で
、
滞
領
期
は
漁
民
に
徴
収
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
犠
飛
領
に
な
っ
て
か
ら
は
そ
の
学
級
を
上
納
さ
せ
た
）
な
ど

そ
の
課
闘
は
明
和
八
年
さ
ら
に
人
乗
船
・
茶
船
・
魚
買
船
な
ど
に
も
広
げ
ら
れ
た
。

地
方
は
、
印
刷
地
に
斌
課
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
年
武
を
主
と
し
、
幕
府
領
に
な
っ
て
か
ら
は
水
車
運
上
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
ほ
か
地
子
方
・
地
方
と
も
に
、
幕
府
領
で
共
通
の
高
掛
り
一
一
一
役
が
課
さ
れ
た
（
表
印
刷
）
。

第二節

幕
府
領
に
な
っ
て
か
ら
、
特
に
新
し
く
株
仲
間
の
結
成
が
進
め
ら
れ
、
大
坂
町
奉
行
所
へ
冥
加
銀
を
上
納
す
る
よ
う
に
な
っ

29ラ

た
業
種
に
は
、
諸
問
屋
・
穀
物
仲
買
・
千
鰯
仲
買
・
湯
屋
・
茶
屋
・
定
芝
居
な
ど
が
あ
り
、
な
か
に
は
諮
問
毘
の
よ
う
に
納
付



表 62 兵庫洋地方の貢租（家永4:if-(1851)) 銀

高
の
多
し、

も
の
も
あ

区 ノ／＼) 高 約 1言1

石
米 1,665ぉ. 68 本 ；勾 2,626.3 

新 i王i 348. 131 米 210. 31 

見 取 米 0.4 
匁

水率巡上 銀 104. 7 
石

六尺給米 米 0. 155 
匁

歳前入用 ＠~ 370. 17 
石

伝馬術入用 米 1. 481 

（沿っ 史料g;o，，占木i0i新限取米合計上875石99

!1：料認。｜主納米合計 I, 8781ヨ026
資料：「£＇＇＜ 1n1111i:l方文書J

表 63 兵庫津株｛中間3劫11金（ラミi別7'9三（1787))

っ
た
（
表
臼
） 。

郡牟 釘 冥力II 金 ヨ号ト

諮問屋121軒 銀18焚400匁 明和8年株免許

穀物イ中貿125軒 // 860 // 

千鰯1'l'Jミ70！好 // 860 明和 9年株免許

ごf#J，塚；魚仲買1on // 215 // 

:t飽仲良23軒 // 129 // 

Tこばこイ中寅73i［汗 // 258 安永2年株免許

索麺屋25JH ，， 150 安永4主r::株免許

焚湯仲間33if可ー ，， 473 安永元年￥--K免~！f

茶屋株15ij汗 金 30両 i見和 7年￥，！ミ免f;!f兵隊駅潟持納

定芝居 1n 銀 430匁 明和8年株免許釘：月！？村衆約

米市場仲良30軒 グ 1賞419 明和Hf株免許

（泊：） 大坂l!IJ功、行所へ上納分

資料・吋11戸Tfj史」資料2
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3 

兵
庫
津
商
業
の
畏
開

株
仲
間
の

成
立

者
中
田
沼
意
次
の
も
と
で
進
め
ら
れ
て
い
た
株
仲
締
結
成
へ
の
動
き
は
、
仲
間
に
営
業
の
独
占
を
与
え
て
、
運

上
金
や
冥
加
金
の
増
収
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
幕
府
領
に
編
入
さ
れ
た
兵
路
で
は
、
そ
の
動
き
が
次
第

に
顕
著
に
な
っ
て
い
っ
た
。

ま
ず
明
和
七
年
（
一
七
七
O
）
兵
庫
駅
所
へ
の
助
成
目
的
で
茶
屋
株
一
五
軒
、
翌
年
定
芝
居
株
一
軒
が
許
可
さ
れ
た
が
、
他
所

他
領
の
者
と
競
合
す
る
業
種
の
場
合
は
そ
の
認
可
が
遅
れ
、
向
九
年
諸
問
医
株
一

軒
が
、
さ
ら
に
同
年
穀
物
仲
買
・
干
鰯

仲
買
・
子
魚
塩
魚
仲
買
・
生
抱
仲
買
・
米
市
場
仲
買
・
焚
湯
仲
間
が
そ
れ
ぞ
れ
許
可
さ
れ
、
安
永
一

（
一
七
七
一
一
一
）
に
は
た
ば

」
仲
間
良
、
同
四
年
に
は
京
鶴
屋
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
株
仲
間
の
認
可
に
は
か
な
り
の
持
余
曲
折
が
あ
っ
た
。
諮
問
屋
の
場
合
は
、
明
和
六
年
の
幕
約
領
編
入
後
政
ち
に
株

仲
間
を
出
願
し
て
い
る
が
、
翌
年
六
月
に
江
戸
の
沢
問
屋
弥
七
、
大
坂
の
撞
木
監
源
兵
衛
・
河
内
屋
六
左
衛
門
の
一
一
一
人
が
兵
路

兵庫洋と商業

問
屋
二
一

O
軒
の
株
を
、
上
納
す
る
冥
加
銀
を
多
く
し
て
出
願
し
た
の
で
、
悶
八
年
十
二
月
株
は
沢
田
箆
側
に
許
可
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
こ
の
一
一
一
人
は
翌
九
年
六
月
兵
路
間
出
町
に
お
い
て
、
江
戸
屋
孫
太
郎
と
い
う
名
義
で
、
議
問
屋
を
議
配
す
る
と
し
、

一二

O
軒
か
ら
名
義
貸
料
と
し
て
銀
一
一
一
六

O
貧
民
を
徴
収
し
よ
う
と
し
た
。

第二節

そ
こ
で
兵
庫
の
諸
問
麗
側
は
結
束
し
て
こ
れ
に
抵
抗
し
、
大
坂
町
十
一
本
行
所
へ
も
出
訴
し
た
が
、
町
奉
行
は
双
方
合
意
し
て
問

屋
株
を
請
け
る
よ
う
に
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
の
で
、
兵
庫
側
は
納
得
せ
ず
、

つ
い
に
瓜
康
長
友
衛
門
の
仲
介
で
直
接
交
渉
し
、

uμ

一
i
 

近E震史講話限297 



間
援
株
を
銀
七

O
質
問
で
買
い
取
る
こ
と
に
決
し
た
。
諸
問
屋
仲
間
は
中
し
合
わ
せ
て
、

人
前
銀
六

O
O
Hず
つ
出
す
こ
と
、

一
時
に
出
銀
で
き
な
い
者
は
月
賦
で
出
し
、
出
銀
が
一
昨

め
ば
株
札
を
渡
す
こ
と
と
し
た
。
銀
ム
ハ

oonを
凶
ち
に
山
銀
し
た
関
口
肢
は
ム
ハ

O
人
余
で
、

諸問屋株の記＇ J1:（「万控之飽朕J〕

そ
の
他
の
者
の
株
の
購
入
資
令
～
は
、
山
川
総
な
附
毘
が
立
て
称
え
て
払
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

穀
物
件
買
の
場
合
も
明
和
六
年
八
月
に
株
の
免
許
な
出
願
し
た
が
、
爪
レ
り
に
は
認
可
さ
れ

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
十
月
再
び
願
書
を
出
し
、
大
坂
へ
の
送
り
状
の
あ
る
貨
物
を
取
引
し
な

ぃ
、
米
貸
付
の
契
約
金
と
し
て
実
額
の
三
分
の
一
だ
け
支
払
っ
て
蔵
元
か
ら
受
け
取
っ
た
米

切
手
を
他
へ
よ
り
高
く
転
売
す
る
よ
う
な
不
実
な
商
売
や
、
投
機
的
な
米
の
ヤ
売
買
な
ど
は

し
な
い
、
そ
の
他
大
坂
米
市
場
の
陣
ゆ
か
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
院
し
む
な
ど
を
誓
約
書
と
し

写真 73

て
提
出
し
、
銀
二

O
枚
の
冥
加
銀
を
鉱
年
十
二
月
に
上
納
す
る
条
件
で
株
仲
間
の
認
可
を
得

ょ
う
v

と
し
た
。
と
こ
ろ
が
同
月
鍋
農
九
兵
衛
ら
二
三
人
も
、
従
来
穀
物
商
で
あ
る
と
い
う
剤

山
で
別
に
株
の
免
許
を
取
ろ
う
と
し
、
そ
の
他
の
者
の
申
請
も
あ
っ
た
り
し
て
な
か
な
か
認

川
り
さ
れ
る
に
否
ら
な
か
っ
た
。
同
八
年
十
二
月
に
な
っ
て
よ
う
や
く
認
可
さ
れ
、
大
坂
町
中
本

こ
の
仲
間
規
約
の
内
特
は
、

ω幕
府
指
図
外
の
城
米
は
一
切
取
り
扱
わ
な
い
、
∞
出
所
の
ま
ぎ
ら
わ
し
い
穀
物
は
売
買
し
な

行
に
穀
物
仲
間
只
名
前
書
と
仲
間
規
約
と
を
差
し
出
し
て
い
る
。

ぃ、

ω問
屋
・
苅
宿
に
現
物
の
無
い
穀
物
は
売
買
し
な
い
、
川
刊
風
難
で
濡
れ
た
穀
物
を
み
だ
り
に
売
買
し
な
い
、
開
穀
物
は
幕

府
公
定
の
京
升
で
は
か
つ
て
売
買
す
る
、
と
い
う
制
限
の
厳
し
い
も
の
で
あ
る
。
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町
奉
行
も
、
願
の
趣
出
回
に
背
い
た
り
、
慣
例
で
も
見
逃
し
難
い

の
あ
る
時
、
さ
ら
に
大
坂
へ
の
貨
物
を
引
き
取
っ
た
り

大
坂
川
聞
の
障
害
と
な
る
際
は
、
吟
味
の
上
廃
業
処
分
か
処
罰
す
る
と
し
、
翌
年
か
ら
ん
均
年
銀

。
枚
を
十
一
月
中
に
必
ず
上
納

す
る
よ
う
命
じ
た
。
大
塚
町
奉
行
が
大
坂
へ
の
商
品
集
中
を
い
か
に
重
視
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
穀
物
件
貨
は
、
穀
物
な
仕

白
米
小
売
は
厳
重
な
制
裁
を
受
け
た
。

入
れ
て
こ
れ
を
他
地
方
に
売
る
こ
と
を
営
業
と
し
て
い
た
が
、
精
米
小
売
も
行
っ
て
い
た
の
で
、

で
は
こ
の
株
仲
間
外
の

千
鰯
仲
買
は
、

mT
く
仲
間
を
結
成
し
、
一
手
保
期
以
後
は
古
郊
と
新
組
の
ご
組
あ
っ
て
、
対
立
も
生
じ
て
い
た
。

ま
ず
明
和
六

年
八
月
lr口
組
一
一
一
五
人
が
、
毎
年

。
枚
冥
加
銀
を
納
入
す
る
と
し
て
株
仲
間
を
出
願
し
た
。
次
い
で
新
組
一
九
人
も
出
願
し
た

の
で
、
大
坂
町
奉
行
所
で
は
同
業
者
に
も
諮
問
し
た
結
果
、
両
組
が
合
併
す
る
こ
と
を
勧
め
た
。
こ
う
し
て
両
組
五
間
人
は
…

額
を
再
一
一
一
迫
り
、

い
折
衝
の
す
え
つ
い
に
明
利
八
年
十

制
胞
と
な
り
、
同
年
十
月
あ
ら
た
め
て
、
銀
一
五
枚
の
w
A
〈
加
銀
を
上
納
す
る
と
し
て
出
願
し
た
。

月
、
冥
加
銀
は
初
年
度
に
限
り
銀
二

O
枚
と
す
る
が
以
後
は
一
五

兵隊~lt と商業第二節

千鰯仲良寄進の灯
百五 （互選｛11時）

！写真 74

し
か
し
奉
行
所
は
冥
加
銀
の
明

枚
と
す
る
こ
と
で
、
よ
う
や
く
株
仲
間
が
認
可
さ
れ
た
。

は
い
え
翠
年
正
月
の
干
鰯
屋
仲
間
定
舎
に
連
署
し
た
仲
買
は

五
一
人
で
あ
り
、
冥
加
銀
の
割
り
当
て
分
を
山
山
銀
で
き
な
か

っ
た
者
の
存
在
を
推
測
さ
せ
る
。
そ
れ
で
も
以
後
安
、
氷
七
年

に
や
っ
と
五
八
粁
と
な
り
、
天
明
八

（
一
七
八
八
）
に
は
じ

。
肝
と
哨
加
し
て
い
る
。

米
市
場
仲
質
株
の
場
合
は
、
明
和
九
年
大
坂
・
兵
庫
河
地

叶…近l議lt'.講話孤
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の
者
の
出
願
で
、
一
一
一

O
軒
が
許
可
さ
れ
、
大
坂
堂
島
米
市
場
と
同
様
に
兵
防
で
も
佐
比
江
で
米
市
が
立
て
ら
れ
、
そ
の
取
引
は

次
第
に
感
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
大
坂
側
舟
人
が
参
加
し
て
い
る
の
で
、
み
可
は
早
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
株
仲
間
が
認
め
ら
れ
る
と
、
民
〈
加
銀
を
上
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
冥
加
銀
は
定
一
似
の
場
合
も
あ
っ
た

し
、
諮
問
屋
の
よ
う
に
変
動
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
兵
庫
諸
問
屋
仲
間
の
冥
加
銀
は
、
取
引
口
銭
高
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
方

式
で
、

日
銭
高
合
計
銀
一
二

O
O賞
匁
ま
で
は
一
七
貫
九
三
五
匁
、
そ
れ
以
上
あ
る
時
は
口
銭
一
貫
匁
に
つ
き
銀
六

O
O匁
を
増

す
定
め
で
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
取
引
高
を
記
し
た
仕
切
帳
を
、
十
本
行
所
で
点
検
す
る
た
め
、
仲
間
の
代
表
が
大
坂
へ
出
張
・
滞
在
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
当
然
滞
在
費
用
が
か
さ
む
の
み
な
ら
ず
、

日
銭
の
実
態
を
奉
行
一
所
側
に
把
握
さ
れ
る
と
い
う
の
も
不
郎
合
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
安
、
氷

二
月
諮
問
屋
仲
間
は
、
滞
在
費
用
を
口
実
に
、

足
踏
額
の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
冥
加
銀
は
定
額
の
一
入
賞
匁

と
す
る
こ
と
を
出
願
し
た
。
奉
行
所
は
こ
の
額
の
引
上
げ
を
命
じ
て

却
下
し
、
よ
う
や
く
翌
年
八
月
銀
一
八
武
田

O
O匁

の
定
納
と
す
る
こ
と
で
決
着
し
た
。

こ
の
交
渉
中
に
作
ら
れ
た
「
口
銭
高
書
上
回
録
」
に
よ
る
と
、
安
永
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
同
三
年
五
月
末
日
ま
で
の
半
年

決
算
に
よ
る
問
屋
口
銭
の
合
計
額
は
、
銀
一
一
一
一
一
一
一
貫
七
山
七
匁
四
分
一
一
一
躍
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
間
屋
株
一
一
二
軒
の
う
ち
、
一

凶
軒
は
休
業
し
て
い
る
休
株
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
は
残
る
九
七
軒
分
の
口
銭
総
額
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
半
年
決
算
の

問
屋
口
銭
総
績
を
倍
増
し
、
仮
に

年
分
ニ
ム
ハ
七
賞
間
九
四
匁
八
分
六
腫
と
す
れ
ば
、
一
ニ

O
O貫
匁
に
は
満
た
な
い
の
で
、
冥

加
銀
は
一
七
貫
九
三
五
匁
と
な
り
、
定
納
と
し
て
…
入
賞
四

O
O匁
と
し
た
の
は
問
屋
側
に
不
利
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

加
え
る
に
こ
の
時
期
な
お
営
業
不
振
な
問
屋
も
多
く
、

つ
い
に
安
、
氷
九
年
十
二
月
に
は
冥
加
銀
の
上
納
が
困
難
に
な
り
、
諾
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問
屋
仲
店
は
、
幕
府
に
対
し
、
南
錬
銀
二

0
0
0部
門
を
借
用
し
こ
れ
を
運
用
し
て
そ
の
利
息
で
上
納
銀
一
績
の
不
足
を
補
う
こ
と

月
五
朱
つ
ま
り
年
利

を
願
い
出
た
。
借
用
条
件
は
、
北
風
荘
右
衛
門
ら
の
所
持
す
る
家
屋
土
蔵
な
ど
九
カ
所
を
抵
当
と
し
、
金
二
五
荷
に
つ
き
一
カ

五
%
の
利
息
止
を
支
払
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

兵隊津と商業第二節

こ
う
し
た
状
況
か
ら
経
営
を
次
第
に
拡
大
し
て
き
た
の
が

北
風
家
の

台
頭

北
風
家
で
あ
る
。
安
、
氷
三
年
五
月
末
日
ま
で
の
半
年
決
算

写真 75 北国船聞い場（兵郎主f！絵隠i部分）
東出町浜に船｛＇p~jf.場・北国船関場・材木置場がみえる。

で
、
諮
問
屋
各
家
の
口
銭
額
を
み
れ
ば
、
同
八
麗
仁
右
衛
門
の
六
寅
二
ハ
七

匁
余
を
最
高
と
し
、
五
貫
匁
台
は
一
一
一
人
、

間
賞
匁
台
は
四
人
、
一
一
一
貫
匁
台

は
六
人
、
一
一
貫
匁
台
は
四
人
、

賞
匁
ム
ロ
は
一
一
五
人
、

一
貫
匁
に
満
た
な

い
者
は
五
四
人
も
存
在
し
て
い
て
、
間
出
版
で
も
経
営
の
苦
し
い
者
が
多
か

っ
た
。こ

の
な
か
で
、
先
の
半
年
決
算
で
口
銭
額
が
一
一
一
貫
匁
余
し
か
な
か
っ
た

北
風
荘
お
衛
門
は
、
安
永
年
問
先
祖
の
残
し
た
埋
蔵
金
を
掘
り
出
し
、
安

永
二
年
に
浜
の
家
、
安
永
五
年
に
浜
の
蔵
を
鱗
入
し
て
営
業
拡
大
を
図
つ

ま
た
不
振
の
親
額
に
も
そ
の
依
頼
を
受
け
て
安
永

て
い
る
。

銀
六

間
賞
匁
を
貸
し
与
え
、
親
し
い
者
二
八
軒
に
も
劫
勢
銀

一
回
貫
六

匁
余
を
貸
し
て
い
る
。

ま
た
、
北
間
・
商
聞
は
も
ち
ろ
ん
各
寄
港
地
ご
と
に
有
利
な
積
荷
の
売

!II: i設i議ft和1llll30I 



質
を
行
い
な
が
ら
巡
航
し
て
、
遠
隔
地
問
の
価
格
差
に
基
づ
く
利
益
を
得
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
買
積
船
の
経
営
に
も
、
北
風
荘

右
衛
門
は
積
極
的
で
、
初
期
は
い
づ
み
康
弥
兵
衛
そ
の
他
と
共
向
出
資
を
し
て
泰
久
丸
な
ど
の
廻
船
な
購
入
し
、
買
積
船
経
営

に
乗
り
出
し
て
い
る
。
天
間
間
二
年
に
は
ト
ウ
ク
ラ
ゲ
の
よ
う
な
食
品
を
江
戸
へ
廻
送
し
て
販
売
し
た
よ
う
で
あ
る
。
寛
政
八
年

（
一
七
九
六
）
に
は
自
己
所
有
の
遡
船
二
般
を
店
に
貸
し
、
そ
の
貸
賃
と
し
て
個
人
会
計
に
閉
貫
匁
の
収
入
を
得
て
い
る
。

こ
肖
ノ

し
た
副
業
で
得
た
利
益
を
天
羽
一
一
年
の
決
算
特
に
店
方
勘
定
に
入
れ
、
繰
越
欠
損
を
一
掃
し
、
以
後
年
々
順
調
に
純
益
を
残
し

て
い
っ
た
。

兵
庫
津
の
廻
船
は
さ
ら
に
北
前
船
と
し
て
速
く
北
海
道
ま
で
も
航
行
し
て
新
市
場
で
利
益
を
上
げ
た
よ
う
で
あ
る
し
、
北
国

船
の
入
津
も
相
次
い
で
商
い
が
行
わ
れ
た
。

入
枠
し
た
北
関
船
を
冬
期
間
っ
て
援
く
た
め
の
囲
い
場
が
あ
っ
て
、
天
明
八
年
に

は
二
ハ
般
分
の
聞
い
場
浜
貨
と
し
て
二
回
o
h
A
を
上
納
し
て
い
る
。

天
明
七
年
の

打
ち
こ
わ
し

一
大
切
二
年
か
ら
七
年
ま
で
は
飢
餓
・
凶
作
が
続
い
た
。
こ
の
た
め
金
田
的
に
一
撲
や
都
市
の
打
ち
こ
わ
し
が

広
が
っ
た
。
天
切
二
年
一
九
月
か
ら
七
月
の
長
雨
で
、
出
摂
地
方
で
は
米
備
が
一
石
当
り
銀
一
一
ニ

O
匁
に
も
高

騰
し
、
こ
の
年
の
年
買
の
粍
減
を
め
ぐ
っ
て
十
二
月
に
は
農
民
が
強
訴
を
企
て
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
り
、
翌
天
明
一
一
一
年
十
月

に
は
摂
津
間
成
郡
数
カ
村
の
農
民
が
不
穏
な
行
動
を
児
ぜ
、
さ
ら
に
天
明
四
年
に
は
摂
津
川
辺
郡
小
浜
・
生
瀬
・
川
而
村
な
ど

九
カ
町
村
の
者
、
が
、
米
価
上
昇
で
利
益
を
得
た
米
商
人
な
ど
を
打
ち
こ
わ
し
て
い
る
。

天
明
七
年
は

一
月
か
ら
雨
天
が
続
き
、
近
畿
・
中
国
・
九
州
で
洪
水
が
起
こ
っ
た
。
当
然
凶
作
が
予
想
さ
れ
米
側
も
上
昇
し

危
機
を
感
じ
た
兵
庫
の
一
一
一
方
名
主
は
、
月
番
惣
会
所
で
山
月
二
十
九
日
か
ら
窮
迫
人
に
対
す
る
救
済
拠
金
の
協
議
を
始
め

た
。
神
戸
村
の
伸
次
屋
孫
兵
衛
は
す
ば
や
く
こ
の
事
態
に
応
じ
て
、
白
米
…
升
六

O
文
の
安
値
で
販
売
し
た
の
で
、
兵
庫
の
捻
米
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周
辺
に
も
波
及
し
て
い
っ
た
。

は
支
障
を
唱
え
た
が
、
兵
庫
勤
番
所
は
こ
れ
か
｝
抑
え
た
。
大
坂
で
は
五
月
十
…
日
に
天
満
伊
勢
町
で
打
ち
こ
わ
し
が
始
ま
り
、

近

兵
庫
勤
番
所
で
は
五
月
十
三
日
名
主
藤
左
衛
門
を
呼
び
出
し
、
米
な
一
点
パ
銀
一
匁
で
安
売
す
る
よ
う
協
議
し
た
が
、
打
ち
こ

lt'i'il：議ellll

わ
し
は
そ
の
日
の
夕
方
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
深
夜
ま
で
の
関
に
、
北
中
町
米
屋
十
兵
衛
、
小
物
鹿
町
一
平
野
屋
半
右
衛
門
、

て
い
る
。

木
場
町
岡
本
震
伊
左
衛
門
、
同
町
瓜
屋
嘉
兵
衛
、
木
一
戸
町
和
泉
屋
弥
兵
衛
、
同
町
和
泉
毘
伊
兵
衛
の
六
軒
の
米
患
が
こ
わ
さ
れ

勤
番
与
力
は
直
ち
に
被
害
者
と
そ
の
家
主
と
を
何
万
総
会
所
に
出
頭
さ
せ
、
被
害
状
況
が
了
間
五
し
、
十
五
日
に
は
大
坂
町
奉

兵隊詳どと尚業第二節

施行も行われた七宮神社

（す：.~中秀 i£·jiljj)
！写真 76

行
所
か
ら
加
擦
と
し
て
与
カ
ニ
人
、
同
心
四
人
の
米
援
を
得
て
い
る
。
以
後
間

ガ
惣
会
所
を
休
憩
所
と
し
て
勤
番
同
心
は
津
中
を
巡
回
し
、
加
番
与
力
と
同
心

は
内
織
に
巡
回
し
て
、
警
備
と
打
ち
こ
わ
し
参
加
者
の
逮
捕
に
あ
た
っ
た
。
逮

捕
者
は
十
六
臼
か
ら
、
十
七
、
二
十

、
二
十
二
日
の
四
日
間
に
計
一
八
人
が

大
坂
東
町
奉
行
所
へ
護
送
さ
れ
た
。
内
訳
は
宮
内
町
五
人
、
北
宮
内
町
・
切
戸

町
・
東
柳
原
町
・
和
問
崎
町
・
算
所
村
各
二
人
、
東
出
町
・
出
在
家
町
・
門
口

町
各
一
人
で
あ
る
。
米
一
升
銀

匁
の
安
売
り

日
か
ら
十
八
日
ま
で
続

け
ら
れ
、
十
九
日
に
は
七
宮
神
社
境
内
で
粥
が
施
行
さ
れ
、
二
十
日
に
は
諸
国

躍
が
出
し
た
山
指
摘
米
一
一
五
俵
が
町
々
へ
分
配
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
悶
に
内
々
で

米
安
｝
江
戸
へ
廻
送
し
た
北
宮
内
町
北
陸
久
左
衛
門
が
、
手
鎖
・
町
内
預
け
の
処
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分
を
受
け
て
い
る
。
二
十
一
日
に
は
義
招
銀
一

O
賞
匁
と
粥
施
行
の
残
り
白
米
を
加
え
て
、
宮
内
町
多
葉
粉
屋
半
七
方
で
、

人

合
ず
つ
ニ
千
人
に
施
行
す
る
出
向
が
触
れ
出
さ
れ
た
。
こ
の
頃
か
ら
市
中
は
よ
う
や
く
平
静
化
し
、
二
十
六
日
に
は
打
ち
こ

わ
し
を
受
け
た
後
、
板
間
い
を
し
て
商
売
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
六
軒
の
米
最
も
、
窮
民
に
「
飯
米
を
与
え
る
」
と
い
う
の
で
赦

免
さ
れ
た
。

六
月
一
日
に
は
津
中
各
穀
物
仲
買
、
米
小
売
商
人
に
対
し
、
安
売
り
の
際
に
押
賀
い
を
し
た
者
の
有
無
が
調
べ
ら
れ
た
が
、

大
坂
へ
出
頭
中
の
二
人
を
除
い
た
六
一
人
の
業
者
は
、
一
一
一
方
名
主
に
そ
の
事
実
は
な
い
と
返
答
し
て
い
る
。
同
時
に
閉
麗
・
穀

物
仲
貿
に
対
す
る
穀
物
調
五
も
行
わ
れ
た
。
問
屋
分
は
、
廻
船
荷
主
か
ら
預
り
分
と
問
屋
の
購
入
分
を
合
わ
せ
て
、
総
計
米
二

七
六
凶
依
（
う
ち
一
二
五
二
伎
は
江
戸
廻
米
間
同
）
、

大
豆
二
七
八

O
伎
、
小
一
旦
九
九

O
依
、
小
麦
ニ
十
五
俵
で
あ
り
、
穀
物
仲
買
分

は
総
計
七
八
二
四
伎
で
、
そ
の
う
ち

一
五
一
一
一
四
俵
は
仲
間
只
所
持
分
で
津
中
へ
綿
花
米
と
し
て
小
売
す
る
も
の
、
一
一
九
五

O
俵
が

御
影
屋
平
兵
衛
船
積
荷
物
（
越
後
一
一
一
島
米
・
筑
前
秋
月
米
・
越
後
一
泊
問
米
）
、

一
三
四

O
依
も
他
所
預
り
米
で
あ
る
。
六
月
二
日
北
風

荘
右
衛
門
が
購
入
し
た
米
は
山
川
双
山
米
（
一
γ
相
当
り

七
一
匁
）
・
加
賀
米
（
一
六
一
一
一
匁
）
・
高
田
米
（
一
六
五
匁
）
・
長
府
米
（
一
七
一
匁
）

庄
内
米
（
一
五
一
匁
）
と
や
は
り
高
位
で
あ
っ
た
。

ま
た
ノ＼

月

日
に
は
日
一
胞
の
賃
銭
が
調
査
さ
れ
て
い
る
。
蹴
出
し
ゃ
船
積
み
で
米
殺
を
運
搬
す
る
日
隠
は
一
石
に
つ
き
銭

十
二
文
、
依
別
掛
け
改
め
の
日
艇
は
一
石
に
つ
き
五
文
、
浜
か
ら
本
船
へ
積
入
れ
の
小
田
し
を
す
る
貨
は
一
石
八
文
で
あ
る
。

こ
の
調
査
は
社
会
不
安
の
も
と
で
の
都
市
賃
労
働
者
の
生
活
実
態
合
把
握
し
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。
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